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発表事項：職員の酒気帯び運転の疑いによる検挙について 

 

この度、市職員が酒気帯び運転の疑いにより警察から検挙される事件が発生しました。 

全国的に発生する飲酒運転による悲惨な事故を受け、市民一丸となり飲酒運転の撲滅に

向けて取組んでいる最中、市職員が酒気帯び運転の疑いで検挙されたことは、誠に遺憾で

あり、市民の皆さまの行政に対する信頼を大きく損ねることとなりましたことを、深くお

詫び申し上げます。 

今後は、飲酒運転撲滅、綱紀粛正のより一層の徹底を図り、市民の皆さまの信頼回復に

努めてまいります。 

 

１ 事件の概要 

当該職員が、令和６年４月 12日（金曜日）午後６時 30分から市内で開催された職場

の歓送迎会に出席し生ビール４杯を飲酒した後、同僚２人と市内スナックなど３軒に立

ち寄り、その後、帰宅するため自家用車を運転し、翌日午前１時 40分頃、酒気帯び運

転の疑いにより宮崎県警から検挙されたもの。 

 

２ 当該職員  20代 男性 

 

３ 今後の対応 

  法令を遵守し、市民の安全・安心を守るべき市職員が酒気帯び運転の疑いにより検挙

されたことは、断じて許されることではありません。今後、早急に事実確認を行い、厳

正なる処分を行います。 

  また、二度とこのような事件が発生しないよう、改めて全職員に対し、飲酒・酒気帯

び運転の根絶及び交通法規遵守の徹底に向けた示達を行い、職員の意識改革と綱紀の厳

正な保持に取り組んで参ります。 

 

４ 市長コメント 

  この度、市職員による酒気帯び運転の疑いにより検挙されたという事実があったこと

は、極めて遺憾であり、市民の信用を著しく失墜することとなり、市政を預かる者とし



 

 

て心から深くお詫び申し上げます。 

今回の行為は、公務員として、社会人としての倫理観やモラルが全く欠如していたと

言わざるを得ず、憤りを感じるとともに誠に残念でなりません。 

こうした事態が今後絶対に起こらないよう、服務規律の確保、綱紀粛正の徹底を図る

とともに、公務員としての自覚を改めて強く促し、失われた信頼を一日も早く取り戻す

ことができるよう、全職員が一丸となって職務に精励してまいります。 

 


